
泉
北
教
育
№
２
１
０
７
（
４

月
13
日
付
）
で
、

①
大
阪
府
教
育
庁
が
「
評
価
・

育
成
シ
ス
テ
ム
」
「
自
己
申
告

票
」
の
目
標
達
成
状
況
に
つ
い

て
、
「
上
回
っ
て
い
る
」
に

「
十
分
」
を
追
加
し
「
十
分
上

回
っ
て
い
る
」
に
変
更
、
ま
た

「
概
ね
上
回
っ
て
い
る
」
か
ら

「
概
ね
」
を
削
除
し
「
上
回
っ

て
い
る
」
に
変
更
し
た
こ
と
。

②
こ
れ
は
、「
大
阪
維
新
の
会
」

な
ど
か
ら
の
「
上
位
評
価
者
を

減
ら
せ
」
と
の
圧
力
を
受
け
た

も
の
で
あ
る
こ
と
。

③
泉
北
教
組
は
、「
シ
ス
テ
ム
」

の
実
施
主
体
者
で
あ
る
市
町
教

育
委
員
会
に
対
し
、
「
今
ま
で

の
評
価
の
考
え
方
や
評
価
の
基

準
を
変
え
な
い
こ
と
」
を
求
め

て
い
る
こ
と
。

を
報
道
し
ま
し
た
。

評
価
基
準
変
更
な
し

を
各
地
教
委
と
確
認

そ
の
後
、
泉
北
教
組
は
和
泉

市
・
高
石
市
・
忠
岡
町
の
各
教

育
委
員
会
と
左
の
確
認
を
行
い

ま
し
た
。

文
言
は
変
わ
っ
て
も
評
価
の

基
準
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
９
月

末
ま
で
に
提
出
す
る
「
進
捗
状

況
」
か
ら
も
「
概
ね
」
が
削
除

さ
れ
て
い
ま
す
が
、「
控
え
め
」

に
評
価
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う

に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

ル
ー
ル
逸
脱
は
ダ
メ
！

多
く
の
教
職
員
が
「
シ
ス
テ

ム
」
に
不
信
を
持
っ
て
い
る
こ

と
へ
の
弁
明
と
し
て
、
府
教
育

庁
は
「
手
引
き
」
に
目
的
と
ル
ー

ル
を
明
記
し
て
い
ま
す
。
い
く

つ
か
紹
介
し
ま
す
が
、
最
低
限

の
ル
ー
ル
で
す
か
ら
、
こ
れ
か

ら
の
逸
脱
が
あ
れ
ば
泉
北
教
組

ま
で
知
ら
せ
て
く
だ
さ
い
。

①
自
己
申
告
票
原
本
保
管

３
回
の
提
出
の
う
ち
、
１
・

２
回
目
は
「
原
本
」
を
本
人
が

保
管
し
「
写
し
」
を
評
価
者
に

提
出
し
ま
す
。
３
回
目
は
「
原

本
」
を
提
出
し
「
写
し
」
を
本

人
が
保
管
し
ま
す
。
勝
手
な

「
書
き
換
え
」
を
防
止
す
る
目

的
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

②
目
標
変
更
は
本
人
が
す
る

評
価
者
が
目
標
の
変
更
を

「
指
導
」
で
き
る
の
は
「
学
校

の
教
育
目
標
等
の
組
織
目
標
と

明
ら
か
に
異
な
る
場
合
」
「
具

体
性
を
欠
く
場
合
」
「
当
該
教

職
員
の
役
割
・
経
験
に
照
ら
し

て
適
切
で
な
い
場
合
」
「
極
め

て
容
易
に
達
成
可
能
な
目
標
で

あ
る
場
合
」
に
限
定
さ
れ
る
こ

と
は
手
引
き
に
明
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
手
引
き
の
「
目

標
を
修
正
・
変
更
を
行
わ
な
か
っ

た
場
合
に
」
「
業
績
評
価
の
際

に
設
定
目
標
を
考
慮
し
て
行
う
」

と
は
、
「
修
正
・
変
更
を
行
わ

な
か
っ
た
行
為
に
つ
い
て
行
う

も
の
で
は
な
い
」
と
確
認
さ
れ

て
い
ま
す
。
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教育のつどい大阪２０１８全体会

講演：安田菜津紀さん
「ﾌｧｲﾝﾀ゙ ｰ越しに見た世界の子どもたち」

10月20日(土)13:30～
ｻﾝｽｸｴｱ堺（JR堺市駅より徒歩３分）

子どもと学校を追い詰める「新学習指導要領」は抜本的見直し。｢チャレンジテスト」は廃止。

「評価・育成システム」自己申告票様式一部変更にあたり

泉北教組が各地教委に確認したこと
（２０１８年５月）

１．今回の表記・様式の変更は「面談における意思疎通など

『認識の差』を縮小するため」であって、評価の考え方や評価

の基準を変えるものではない。
【和泉市のみ追加回答】今回の表記・様式の変更は、評価基準をよりわかりやすくするための
ものであると捉えている。『認識の差』の縮小については、今後引き続き本システム全体で縮
小しなければならない。

２．昨年度までの「概ね達成している」の基準と、今

年度からの「達成している」の基準は同じである。
【和泉市のみ追加回答】「概ね達成している」の基準と、「達成している」の基準は同じもの
であると認識している。

３．「評価」は、客観的で公正なものでなければならない。
【和泉市のみ追加回答】これまでと同様、「評価育成システム」における「評価」については
客観的で公正でなければならないと認識している。

４．校長によって評価の基準は変わらない。
【和泉市のみ追加回答】今後も校長によって評価の基準が変わることのないよう、校長会、
「評価育成システム」にかかる研修会をつうじて確認する。

５．自己申告票の目標は、当該教職員が主体的に設定し、校長

が一方的に目標を変更することはない。
【和泉市のみ追加回答】「評価育成システム」では、すべての教職員が、学校の目標を共有し、
その達成に向けた個人目標を主体的に設定することとしている。校長が一方的に目標を変更す
ることはないが、教職員が設定した個人目標が、学校の教育目標等の組織目標と明らかに異な
る場合、具体性に欠く場合、当該教職員の役割・経験に照らして適切でない場合、極めて容易
に達成可能な目標である場合には、目標設定面談時において当該教職員との話し合いのもと、
必要に応じて校長から適切な目標となるよう、目標の修正・変更について指導を行う。

６．自己評価は、評価者によって一方的に変更されてはならな

い。
【和泉市のみ追加回答】自己評価について、評価者（校長）が変更の指示をすることはない。

評価・育成システム自己申告票の「進捗状況」評価基準

今年度
□計画以上に進んでいる □計画どおりに進んでいる □計画どおりに進んでいない

昨年度まで
□計画以上に進んでいる □概ね計画どおりに進んでいる □計画どおりに進んでいない

☆「概ね」が無くとも評価基準に変更はありません。


